
に
留
意
し
、
廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課
☎
２
９
９
８
_
９
１
３
１

　

老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚
生
年
金
の

受
給
年
齢
（
60
・
65
歳
）
を
迎
え
る
方

に
は
、
誕
生
日
の
３
か
月
前
に
、
日
本

年
金
機
構
か
ら
年
金
の
請
求
書
（
裁
定

請
求
書
）
と
案
内
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

受
給
開
始
年
の
誕
生
日
前
日
以
降
に
請

求
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
す
で
に
老
齢
厚
生
年
金
を
受

給
し
て
い
て
、
老
齢
基
礎
年
金
の
手
続

き
が
必
要
な
方
に
は
、
は
が
き
が
郵
送

さ
れ
ま
す
の
で
、
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

問

▼
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
☎
0
５
７
０

_
０
５
_
１
１
６
５
▼
国
保
年
金
課

☎
２
９
９
８
_
９
０
９
５

　

10
月
１
日
㈯
か
ら
、
新
所
沢
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
集
会
施
設
の
利
用
に

関
す
る
業
務
は
、
市
民
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー
（
新
所
沢
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
１
階
）
で
行
い
ま
す
。

問

市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
２
９
６
８
_
８
３
９
１

工
事
期
間　

10
月
1
日
㈯
〜
11
月
18
日
㈮

　

工
事
期
間
中
は
式
場
や
待
合
室
、
控

室
等
の
利
用
を
一
部
制
限
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問

市
民
課
☎
２
９
９
８
_
９
０
８
７

方
、
ま
た
は
75
歳
以
上
で
市
長
の
認

定
を
受
け
た
方

※
一
定
の
障
害
と
は
▼
身
体
障
害
者
手

帳
の
４
級
の
一
部
（
音
声
ま
た
は
言
語

機
能
障
害
、
下
肢
機
能
の
著
し
い
障
害

な
ど
）
を
お
持
ち
の
方
▼
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
の
１
級
、
２
級
を
お
持

ち
の
方
▼
障
害
基
礎
年
金
１
級
、
２
級

に
該
当
し
て
い
る
方

◎
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８
_
９
１
１
６

対

所
沢
市
に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人

登
録
を
し
て
い
る
方

会
費　

▼
大
人
…
３
０
０
円
▼
中
学
生

以
下
…
１
５
０
円
（
10

月
１
日
以
降
）

共
済
期
間  

申
し
込
み
時

〜
平
成
24
年
３
月
31
日

【
対
象
と
な
る
事
故
（
国
内
の
み
）
】

　

▼
車
両
（
自
動
車
、
バ
イ
ク
、
自
転

車
な
ど
）
に
よ
る
人
身
事
故
（
自
損
事

故
含
む
）
に
よ
り
死
亡
ま
た
は
負
傷
▼

電
車
や
バ
ス
に
乗
車
中
、
急
停
車
な
ど

の
原
因
に
よ
る
人
身
事
故
▼
歩
行
中
に

車
両
と
の
衝
突
や
接
触
に
よ
り
死
亡
ま

た
は
負
傷

請
求
期
間　

事
故
発
生
日
か
ら
２
年
以
内

申 

問
会
費
を
添
え
て
、
市
役
所
２
階
交

通
安
全
課
☎
２
９
９
８
_
９
１
４
０

ま
た
は
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー（
並

木
を
除
く
）
へ
直
接

◆
家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

　

平
成
23
年
中
に
新
築
・
増
築
し
た
家

屋
の
固
定
資
産
税
の
評
価
額
算
定
の
た

め
、
家
屋
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
事

前
連
絡
の
う
え
、
「
固
定
資
産
評
価
補

助
員
証
」
を
携
行
し
た
市
職
員
が
伺
い

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
本
年
中
に
家
屋
を
取
り
壊
し
た

方
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。　

◆
住
宅
を
改
修
し
た
際
の
減
額
措
置

　

工
事
費
用
が
30
万
円
以
上
の
次
の
３

つ
の
改
修
工
事
に
つ
い
て
、
家
屋
に
係

◆
所
沢
市
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
等
の
汚
染

防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
案
）

　

ご
意
見
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

問
環
境
対
策
課
☎
２
９
９
８
_
９
２
３
０

　

被
保
険
者
の
方
で
、
新
し
い
保
険
証

が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
旧
保
険
証（
青

色
）
は
、
市
役
所
１
階
国
保
年
金
課
ま

た
は
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
並
木
を

除
く
）
に
返
却
す
る
か
、
個
人
情
報
等

10月の
休日開庁▶

10月２日㈰、16日㈰
　午前８時30分～
　　午後０時30分

　

10
月
11
日
㈫
か
ら
住
民
記
録
シ
ス
テ

ム
の
更
新
に
よ
り
、
住
民
票
の
様
式
が

変
わ
り
ま
す
。
新
シ
ス
テ
ム
の
住
民
票

は
、
世
帯
を
単
位
と
す
る
世
帯
様
式
と
、

個
人
を
単
位
と
す
る
個
人
様
式
の
２
種

類
に
な
り
ま
す
。

問

市
民
課
☎
２
９
９
８
_
９
０
８
７

頒
布
期
間
・
場 

10
月
18
日
㈫
〜
12
月
22

日
㈭
／
市
役
所
１
階
市
政
情
報
セ
ン

タ
ー
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
並

木
を
除
く
）

価
格　

５
０
０
円
（
税
込
み
）

サ
イ
ズ　

縦
14
㎝
×
横
8.5
㎝

規
格　

▼
月
間
予
定
表
部
分
横
け
い
線

式
（
黒
）
▼
月
間
予
定
表
部
分
升
目

式
（
グ
レ
イ
ッ
シ
ュ
ブ
ル
ー
）

問
情
報
統
計
課
☎
２
９
９
８
_
９
０
３
６

　

制
度
廃
止
前
の
け
が
は
、
受
傷
時
か

ら
２
年
以
内
で
あ
れ
ば
請
求
で
き
ま
す
。

対

受
傷
時
に
所
沢
市
に
住
民
登
録
ま
た

は
外
国
人
登
録
を
し
て
い
る
中
学
３

年
生
ま
で
の
子
ど
も

対
象
と
な
る
け
が　

▼
公
園
等
で
の
遊

び
中
の
け
が
▼
ス
ポ
ー
ツ
中
の
け
が

▼
家
庭
内
で
の
や
け
ど
や
け
が
▼
生

活
全
般
に
わ
た
る
身
近
な
け
が

申 

問

市
役
所
２
階
こ
ど
も
支
援
課

　

☎
２
９
９
８
_
９
１
２
４
へ
直
接

対

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼
身
体
障
害
者
手
帳
の
１
級
〜
３
級
を

お
持
ち
の
方

▼
療
育
手
帳
の
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
を
お
持
ち

の
方

▼
一
定
の
障
害
※
を
お
持
ち
で
、
埼
玉

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
認

定
を
受
け
た
65
歳
以
上
74
歳
未
満
の

お
知

　

ら
せ

▶納期内納付にご協力ください。
▶ゆうちょ銀行・郵便局（納期限内
　に限る）、コンビニエンス・スト
　アでも納付できます。

市税の夜間・休日納税窓口
夜間…10月３日㈪、31日㈪、　
　11月１日㈫
　午後５時～午後８時
休日…10月30日㈰
　午前８時30分～午後５時
市税の内訳　市・県民税、固定
資産税・都市計画税、軽自動
車税、事業所税等
◎電話による納税相談も受け付
けます。
市役所2階収税課☎2998-9073

の納期限です

10月31日㈪は
■市・県民税（第３期）
■国民健康保険税
　(第４期）

る
税
額
の
減
額
措
置
が
あ
り
ま
す
。
い

ず
れ
も
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
か

月
以
内
に
申
請
が
必
要
で
す
。

問

資
産
税
課
☎
２
９
９
８
_
９
０
６
８

使
途
／
限
度
額　

▼
育
児
／
１
０
０
万

円
▼
教
育
／
２
０
０
万
円

利
率　

1.9
％
（
別
途
保
証
料
0.7
％
）

◎
申
請
の
際
は
要
件
や
審
査
が
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

県
・
勤
労
者
福
祉
課

　

☎
０
４
８
_
８
３
０
_
４
５
１
８

　

10
月
か
ら
、
浄
化
槽
の

使
用
者
に
年
１
回
、
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
「
定
期

水
質
検
査
」
に
新
た
な
検

査
項
目
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
家
庭
用
の
浄
化
槽
（
10
人
槽
以

下
）
に
つ
い
て
は
、
指
定
検
査
機
関
と

提
携
し
た
保
守
点
検
業
者
が
、
検
査
の

補
助
業
務
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。

　

ま
だ
検
査
を
し
て
い
な
い
方
は
、
契

約
し
て
い
る
保
守
点
検
・
清
掃
業
者
ま

た
は
指
定
検
査
機
関
（
㈳
埼
玉
県
環
境

検
査
研
究
協
会
☎
０
４
８
_
６
４
９
_

５
１
５
１
）
に
連
絡
し
、
検
査
を
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
検
査
の
手
数
料
に

変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問

資
源
循
環
推
進
課

　

☎
２
９
９
８
_
９
１
４
６

指
定　

▼
㈱
榮
輝
（
八
王
子
市
七
国
４

_
21
_
13
☎
0
４
２
_
６
３
２
_
８

０
５
５
）
▼
㈱
太
陽
商
工
（
さ
い
た

ま
市
緑
区
上
野
田
５
７
４
_
３
☎

0
４
８
_
８
７
８
_
１
９
０
５
）
▼

㈱
協
同
設
備
工
業
（
立
川
市
錦
町
３

_
６
_
16
☎
0
４
２
_
５
４
０
_
２

９
５
０
）
▼
㈲
小
野
設
備
（
川
越
市

下
赤
坂
３
２
０
_
１
☎
0
４
９
_
２

４
３
_
５
０
８
５
）
▼
㈲
和
田
設
備

（
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
上
山
口
新
田

１
７
６
_
１
☎
0
４
８
_
６
８
３
_

０
８
３
３
）

住
所
変
更　

▼
㈱
ホ
ー
ト
ー
（
さ
い
た

ま
市
南
区
別
所
２
_
37
_
17
）
▼
木

下
興
業
（
本
郷
６
８
３
_
２
）

代
表
者
変
更　

▼
㈱
Ｋ
Ｓ
テ
ク
ノ
…
代

表
取
締
役
・
池
上
英
寿

問

水
道
部
給
水
課

　

☎
２
９
２
１
_
１
０
８
２

指
定　

▼
内
田
基
興
㈱
（
本
庄
市
緑
１

_
６
_
１
☎
0
４
９
５
_
24
_
２
２

５
７
）
▼
昭
和
建
設
興
業
㈱
（
下
富

１
４
０
７
☎
２
９
４
３
_
１
９
２
１
）

▼
㈱
太
陽
商
工
（
さ
い
た
ま
市
緑
区

上
野
田
５
７
４
_
３
☎
0
４
８
_
８

　

７
８
_
１
９
０
５
）
▼
㈲
小
野
設
備

（
川
越
市
下
赤
坂
３
２
０
_
１
☎
0

　

４
９
_
２
４
３
_
５
０
８
５
）

問

下
水
道
維
持
課

　

☎
２
９
９
８
_
９
２
１
１

平
成
22
年
９
月
30
日
で
「
こ
ど
も
災

害
見
舞
金
」
は
廃
止
に
な
り
ま
し
た

下
水
道
排
水
設
備
指
定
工
事
店
の
指
定
等

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果
を
公
表

新
し
い
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

（
灰
色
）
を
郵
送
し
ま
し
た

住
民
票
が
変
わ
り
ま
す

新
所
沢
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

集
会
施
設
利
用
の
受
付
窓
口
が
変
更

所
沢
市
斎
場
の
冷
暖
房
設
備
工
事

重
度
心
身
障
害
児
・
者
の
方
へ
の
医
療

費
（
保
険
診
療
に
係
る
一
部
負
担
金
）

助
成

固
定
資
産
税
に
つ
い
て

交
通
災
害
共
済
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

浄
化
槽
の
定
期
水
質
検
査
制
度
が
変

わ
り
ま
す

指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
等

開庁する窓口
◆市役所１階市民課問☎２９９８-９０８７
◆ 市役所１階国保年金課問 ▼☎２９９８-９
１３１（国民健康保険担当） ▼☎２９９
８-９０９５（国民年金担当）
◎受け付けできる業務は限定されますので、
事前にお問い合わせのうえご来庁ください。

①耐震改修 ②省エネ改修 ③バリアフリー改修

対
象

昭和57年１月１日以前の
建築で、平成23年１月１
日～27年12月31日に工事
が完了した住宅

平成20年１月１日以
前の建築で、23年１
月１日～25年３月31
日に工事が完了した
住宅

平成19年１月１日以
前の建築で、23年１
月１日～25年３月31
日に工事が完了した
住宅

床面積120㎡まで 床面積100㎡まで
減
額
内
容

工事完了年の翌年度分か
ら最高２年間、家屋の固
定資産税の1/2を減額

工事完了年の翌年度分のみ、家屋の固定
資産税の1/3を減額

◎①は②または③と重複して申請できませんが、②と③の重複は可能です。

老
齢
年
金
の
請
求
に
つ
い
て

平
成
24
年
版
県
民
手
帳
を
頒
布

勤
労
者
向
け
融
資
制
度

「
子
育
て
支
援
資
金
」

情 報 館

凡例…日日時 場場所 対対象 定定員 内内容 持持ち物 費費用 講講師 申申し込み 問問い合わせ HPホームページ 市HP市ホームページ「広報紙ピックアップ」 Eメール

広報　　　　　　　　　　平成23年10月号　10広報　　　　　　　　　　平成23年10月号　

【情報館】•特にことわりのないものは10月３日㈪から申し込みを受け付けます。•費用等の記載がないものは無料です。


